
医師からの病状説明を行う面談に関するお願い

　　医師等の過重労働は大きな社会問題になっており、働き方改革の一環として病院も医療従事者の

　負担軽減に取り組むことが求められています。

　　このため当院では、令和２年２月１日から治療内容の説明・相談を行う医師等との面談時間を、原則

　下記のとおりとさせていただきますので、ご理解ご協力をお願いします。

『面談時間』　平日の８時３０分～１７時１５分

　　原則として予約制としますが、緊急の場合はこの限りではありません。また、医師の都合

　により面談時間が上記以外になる場合もあります。

　　なお、この取り組みは砺波医療圏内の公的５病院（当院、公立南砺中央病院、南砺市民病院、市立

　砺波総合病院、北陸中央病院）共通の取組であることを申し添えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年１月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北陸病院　病院長


